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１ 工事名 

  札幌丘珠空港ビル 1階空港警備派出所移転工事 

 

２ 工事目的及び概要 

   札幌丘珠空港の乗降客数の増加に伴う混雑緩和対策の一環として、１階空港警備派出所を２階 

札幌市いま・むかし探検ひろばスペースの一部へ移転し、１階空港警備派出所スペースをチケッ 

トロビー化することで、1階チケットカウンター前の混雑緩和を図る。 

 

３ 工事期間 

契約締結日から令和７年７月１８日（金）まで 

   ※原則夜間工事とする。ただし発注者と協議のうえ、発注者が認めた場合は、日中工事が可能 

とする。 

 
４ 工事内容 

（１）図面の作成 

現地調査を実施した上で、委託者と十分な調整を行い、業務前後の派出所の詳細レ イアウト図面 

を、契約締結後５日以内に提出すること。 

（２）工事工程表の作成 

現地調査を含め、委託者と十分な調整を行った上で、契約締結後５日以内に作業工程表を作成する 

こと。 

（３）連絡体制図の作成 
委託者と調整を行う現場責任者、作業を行う者等を定め、委託者に連絡体制図を文書で作成する 

こと。（様式の指定なし） 
（４）派出所移設業務 

委託者が提示した作業内訳明細書及び受託者が作成する図面、工事工程表に基づき、委託者が指定 
した期間に札幌丘珠空港ターミナルビル 1 階の空港警備派出所を 2 階に移設すること。 

なお、現在派出所にあるテーブル、ソファなど備品類についても 2 階に移設・設置するものとする。 
 

５ 特記事項  

（１）受託者は、作業にあたっては、関係法令を遵守するとともに、施設の利用者及び施設の管理運 

  営支障を来すことのないよう十分な配慮を行う こと。 

（２）工事対象場所において、不慮の事故等が発生した場合は、速やかに施設管理者に報告するとと 

もに、施設管理者の指示に従い受託者の責任において一切を処理すること。 

（３）本業務に必要な交換部品、工具、消耗品類は、受託者負担とし、業務従事者は、関係資格ある 

いは、十分な経験を有した者が実施すること。 

（４）本業務に必要な暖房・水・電源・照明等は、施設の付帯設備を利用できるものとする。 

その他必要な仮設電源・雑材・消耗品等は、特記されているものを除き全て受託者が調達する 
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こと。 

（５）工事完了後の清掃、片付け等については、確実に実施すること。 

（６）本工事が完了する前において、委託者が現地確認を行うことから、現地立会の日程について、 

工事完了前に委託者と調整すること。 

（７）本工事の履行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努める 

こと。 

（８）工事の実施に関して疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、遺漏のないよう遂行すること。  

 

６ 提出書類（データ提出可） 

 ・工事工程表・・・１部 

 ・連絡体制図・・・１部 

・工事着手届・・・１部 

・工事完了届・・・１部（工事写真含む：工事前、工事中、工事後がわかるような写真） 

 ・竣工図・・・・・１部（JWW 及び PDF） 

 

 ７ 工事体制等 

（１）受託者は、本工事の内容等について十分理解し、その目的を達成するために最高の技術を発揮

するとともに、発注者と密接に連絡が取れるよう、かつ、工事の円滑な進捗を図るため、必要な

人員及び体制を常に整えなければならない。 

（２）受託者は、工事の全般にわたり技術的な管理を行わなければならない。 

（３）受託者は、主要な内容の段階の区切り等に自主的に社内検査を行い、品質管理を行わなければ 

ならない。 

 

８ 環境への配慮 

 本工事においては、環境負荷低減に努めること。 

（１）電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

（２）ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

（３）両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 

（４）自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストッ

プの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

（５）工事に係る用品等は、極力環境負荷の小さいものを使用すること。 

（６）特定業務（設備機器の運転管理、毒物又は劇物の取扱い、特別管理産業廃棄物の保管又は処理

業務）に従事する者は、それを遂行するために要求される十分な知識及び技能を備えていること。 

 

 ９ 資料等の貸与 

（１）受託者は、工事を行う上で必要となる発注者が所有している資料等の借用を書面で申し入れる

ことが出来るものとする。この場合、受託者は貸与される資料等について受領書兼誓約書を提出

しなければならない。 

（２）受託者は、貸与された資料等を本工事終了時までに、発注者に対して返却するものとする。 
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 10 その他特記事項 

（１）守秘義務 

受託者は、本工事を通じて知り得た秘密を第三者に漏えいすること及び資料並びにデータの紛失、

滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措置を講ずること。 

受託者は、発注者より廃棄の指示を受けた時は、速やかに個別調査表及び集計結果データの内容

を破棄し、その処理経過は書面をもって、発注者へ報告すること。 

（２）個人情報の保護 

本業務に関連した個人情報の取り扱いについては、札幌市「事業者が保有する個人情報の保護に

関する指針」及び「個人情報取扱留意事項」に基づき、適切な措置を講じること。 

（３）身分証明書の携行等 

受託者の作業従事者は、当丘珠空港ターミナルビルの施設内及び本工事に関して立ち入りが必要

となる丘珠空港ターミナルビル以外の施設内では、常に身分証明書を携行すること。また、丘珠空

港ターミナルビルの施設内においては、発注者が許可しない限り、作業上必要でない場所へ無断で

立ち入らないこと。 

（４）疑義の解消等 

工事の実務に当たって必要な事項のうち、本書で明記の無い点または疑義が生じた場合、並びに

これに係る変更を行う場合には必ず発注者と協議し承認を得ること。 

（５）進行状況の報告 

工事の進行状況について、発注者から問い合わせがあった時は、その都度報告すること。また、

工事の進行にあたっては、常に発注者の目的に合致しているかを確認すること。 

（６）その他 

   本工事に関しては、国土交通省東京航空局の許認可の条件をもって成立するものとする。 

 

11 担当・問い合わせ先  

〒007-0880 札幌市東区丘珠町丘珠空港内  

札幌丘珠空港ビル株式会社 菅原  

℡：011-785-7871 FAX：011-785-7873 E-mail:info@okadama-airport.co.jp 
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